
議案第２号  

   山都町いじめ問題専門委員会設置条例の制定について  

 山都町いじめ問題専門委員会設置条例を別紙のとおり定める。  

  令和７年１月２２日提出  

                  山都町長  坂本  靖也    

 

 

（提案理由）  

 山都町が設置する学校において、いじめの防止等の対策を実効的に

行うことを目的に専門委員会を設置することに伴い、山都町いじめ問

題専門委員会設置条例を制定する必要があります。  

 これが、この議案を提出する理由です。  



 

 山都町いじめ問題専門委員会設置条例をここに公布する。 

  令和  年  月  日 

 

  山都町長 

 

山都町条例第  号 

山都町いじめ問題専門委員会設置条例 

 （設置） 

第１条 いじめ防止対策推進法（平成２５年法律第７１号。以下「法」とい

う。）第１４条第３項の規定に基づき、山都町が設置する学校（以下「学

校」という。）におけるいじめの防止等の対策を実効的に行うため、山都町

教育委員会（以下「教育委員会」という。）に附属機関として、山都町いじ

め問題専門委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

（所掌事務） 

第２条 委員会は、次に掲げる事務を行う。 

（１） 教育委員会の求めに応じ、山都町いじめ防止基本方針に基づくいじ

めの防止等のための調査研究等、有効な対策を検討するため専門的知見か

ら審議を行うこと。 

（２） 学校におけるいじめに関する通報や相談に対して必要と認める場合

に第三者機関として助言等を行うこと。 

（３） 学校におけるいじめの事案について、法第２４条の規定に基づき必

要がある場合に調査を行うこと。 

（４） 学校における法第２８条第１項に規定する重大事態に係る調査を行

うこと。 

（５） 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めること。 

（組織） 

第３条 委員会は、委員５人以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が必要に応じて委嘱する。 



 

（１） 弁護士 

（２） 医師 

（３） 学識経験者 

（４） 心理又は福祉に関する専門的な知識又は経験を有する者 

（５） その他教育委員会が必要と認める者 

（任期） 

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠

の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

２ 委員は、再任されることができる。 

（委員長及び副委員長） 

第５条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定め

る。 

２ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠け

たときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第６条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。ただ

し、委員長及び副委員長が選出されていないときは、教育長がこれを招集す

る。 

２ 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。 

３ 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のとき

は、議長の決するところによる。 

（意見の聴取等） 

第７条 委員長は、必要があると認めるときは、関係人その他委員以外の者に

対して、会議への出席を求め意見若しくは説明を聴くこと又は必要な資料の

提出を求めることができる。 

（会議の公開） 

第８条 委員会の会議は、原則として非公開とする。ただし、出席委員の過半



 

数の同意がある場合においては、これを公開することができる。 

（守秘義務） 

第９条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた

後も、同様とする。 

（庶務） 

第１０条 委員会の庶務は、教育委員会学校教育課において処理する。 

（委任） 

第１１条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、

教育委員会規則で定める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（山都町報酬及び費用弁償条例の一部改正） 

２ 山都町報酬及び費用弁償条例（平成１７年山都町条例第３９号）の一部を

次のように改正する。 

別表第１空家等対策協議会委員の項の次に次のように加える。 

いじめ問題専

門委員会 
委員長 日額 ６，０００円  

委員 日額 ５，９００円  
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いじめ防止対策推進法（平成２５年法律第７１号） 抜粋      

（いじめ問題対策連絡協議会） 

第十四条  

３ 前二項の規定を踏まえ、教育委員会といじめ問題対策連絡協議会との円滑

な連携の下に、地方いじめ防止基本方針に基づく地域におけるいじめの防止

等のための対策を実効的に行うようにするため必要があるときは、教育委員

会に附属機関として必要な組織を置くことができるものとする。 

（いじめに対する措置） 

第二十三条 学校の教職員、地方公共団体の職員その他の児童等からの相談に

応じる者及び児童等の保護者は、児童等からいじめに係る相談を受けた場合

において、いじめの事実があると思われるときは、いじめを受けたと思われ

る児童等が在籍する学校への通報その他の適切な措置をとるものとする。 

２ 学校は、前項の規定による通報を受けたときその他当該学校に在籍する児

童等がいじめを受けていると思われるときは、速やかに、当該児童等に係る

いじめの事実の有無の確認を行うための措置を講ずるとともに、その結果を

当該学校の設置者に報告するものとする。 

（学校の設置者による措置） 

第二十四条 学校の設置者は、前条第二項の規定による報告を受けたときは、

必要に応じ、その設置する学校に対し必要な支援を行い、若しくは必要な措

置を講ずることを指示し、又は当該報告に係る事案について自ら必要な調査

を行うものとする。 

第五章 重大事態への対処 

（学校の設置者又はその設置する学校による対処） 

第二十八条 学校の設置者又はその設置する学校は、次に掲げる場合には、そ

の事態（以下「重大事態」という。）に対処し、及び当該重大事態と同種の

事態の発生の防止に資するため、速やかに、当該学校の設置者又はその設置

する学校の下に組織を設け、質問票の使用その他の適切な方法により当該重

大事態に係る事実関係を明確にするための調査を行うものとする。 

添付資料 
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一 いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な

被害が生じた疑いがあると認めるとき。 

二 いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席するこ

とを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。 

 



学校でいじめが発生

重大事態確認

重大事態に関する調査を実施
（いじめ問題専門委員会）

教育委員会は調査結果を町長に報告
（所見書がある場合は併せて）

町長は再調査の必要性を判断

有の場合無の場合

再調査委員会
再調査の実施

町長は再調査結果を議会に報告

町長はいじめの重大事態に関して必
要な措置の実施

教育委員会はいじ
めの重大事態に関
して必要な措置の

実施

調査に関するフローチャート

教育委員会より町長に報告

教育委員会は対象児童生徒及びその
保護者に対し調査に関する説明

・調査前に、対象児童生徒及びその保護者に調査の説明

・調査終了後、対象児童生徒及びその保護者に調査結果を報告

・対象児童生徒またはその保護者が、希望する場合は調査結果

に所見書を添付

・再調査終了後、対象児童生徒及びその保護

者に調査結果を報告


